
西予市不妊治療等の費用の補助のお知らせ
西予市では、不妊治療等を行う場合にその費用の一部を補助しています。補助の種類は下記の通りです。対象者、補助の額等については一覧表及

び別表１をご確認ください。

※申請は令和５年10月1日から受付開始します。対象となる治療（検査）は令和５年4月１日以降のものとなります。

【問合せ】

西予市こども家庭センター(西予市福祉事務所子育て支援課内) 

0894-89-0018

★不妊治療等の通院のために公共交通機関（タクシーを含む）、

高速道路を利用した場合の交通費の補助があります。

ご利用ください。

内 種類

  が共に不妊 の検査を行 た場合に る費用を     として補助をします。  妊  検査

  不妊治療費の補助

   療で  した不妊治療（令和 年 月から たに   用とな た治療）の    額を補助します。    用 の補助

   療で  した  不妊治療（  受      ）にあ せて行  る   療に る費用について１ 
の治療につ   ５  として補助をします。

    療に る費用 の補助

            

不妊治療費の補助

種類

    療に る費用 の補助    用 の補助

   療として  さ た１ の  不妊治療（  ）に せて行 
 る   療に る費用を  ５  までとして補助する。
 １ の  不妊治療 別表  の から の治療で、 治 が  
不妊治療を開始すると  した日から妊   まで、または治療を
  した日までの治療。

   療で  さ た一 不妊治療及び  補助 療、こ に付 する
検査、治療及び  （    に  る  も含む）に る    額
を補助する（令和 年 月から たに   用とな た不妊治療） 。

（ ）不妊治療等を開始している  （事  を含む）。事  の場合は、治療の  、  した場合の子について認 を行う  がある 。
（ ）不妊治療等を受 た日及び補助 の交付申請を行う日に いて、  ともに市内に 所を する 。 むを ない事 に り  のい  か一 が市内に 所

を する者でない場合にあ ては、 い  に  共に市内に 所を する   がある 。
（ ）市 を  していないこと。
（ ） の   療については、  不妊治療（  受 及び    ）以 の治療 に  ては妊 の   がないまたは めて ないと  に  さ た者であ

り、  補助 療に る   療機関に いて   療の  不妊治療を受 たこと。

対象者
（ 記のす
 てに 
 ）

治療  の開始日が令和５年 月１日以降であり、   療の  機関として
              は 認がなさ ている   療機関で  さ 
たもの。ただし、 の 治 で補助を受 ている治療は対象 。

治療日が令和５年 月１日以降であること。
ただし、 の 治 に いて補助を受 ている治療は対象 。

対象と
なる治療

 事療     額    用 及び   に る費用。対象 の費用

   用 の  補助 療を  さ た 。一 不妊治療   なし
  補助 療（ の  と   ど らも１子ごと）
 めての治療開始  の の年 が      通   まで。

  の年 が   以       通   まで。

年 
  

   療に る額と補助  額５  を  し、い  か ない の額。   用となる費用の     （高額療 費 付  付を  した額）。補助額

１ の治療ごとに申請。年 ごとの申請  一年 に   治療をした場合はまとめて申請 。申請  

治療が  した年 内。 月１日  月  日に治療が  した場合は 年  
まで申請 。

治療を  した年 の 年  。申請  

 西予市不妊治療費（   療）補助 交付申請  請  
 西予市不妊治療費（   療）受 等   （ 療機関  ）
  療機関及び    が 行する   
 事  関 に関する申  （  者）

 西予市不妊治療費（   用 ）補助 交付申請  請  
 西予市不妊治療費（   用 ）受 等   
 西予市不妊治療費（   用 ）     （         者）
  療機関及び    が 行する         の し
 事  関 に関する申  （  者）
 高額療 費 付  付等の額が かる 類（  者）

申請 類

 補助    の  通 、   シ  ー の し
    については、令和 年 月以 のもので  した場合は   。

西予市不妊治療等補助一覧

  妊  検査   が不妊 の  のために  と認める検査（   用内 は不問）に る費用を     として補助する。種類

（ ）検査開始  に いて  であること（事  を含む）。事  の場合は治療の  、  した場合の子について認 を行う  がある 
（ ）  共に検査を受 た日及び申請日に いて、市内に 所を する 。 むを ない事 に り  のい  か一 が市 に 所を する

場合にあ ては、 い  に  共に市内に 所を する   がある 。
（ ）市 を  していないこと。
（ ）令和５年 月１日 り に不妊治療（       受      ）を受 たことがないこと。
（ ）      が検査を行 ていること。

対象者
（ 記のす 
てに  ）

検査日が令和５年 月１日以降のもので、  い  かか い の検査日から１年以内に受 た検査（      別の 療機関で受 た検査も
対象となる）。ただし、 の 治 で補助をう た検査は対象 。

対象となる
検査

 事療     額    用 及び    一 不妊治療、  不妊治療及び  治療に る検査 不育 に る治療及び検査      。対象 の費用

年   なし １ の  につ １  り。年    等

    額の合 額と補助  額   とを  し、い  か ない の額（付  付を受 た場合、    額は付  付を  した額）。補助額

    の検査   に申請。申請  

検査が  した日が する年 内。検査  日（     の場合は検査  日）が 月１日  月  日の の場合は 年  まで申請 。申請  

 西予市不妊治療費（妊  検査）補助 交付申請  請   西予市不妊治療費（妊  検査）受 等   （ 療機関  ）
  療機関等が 行する   （令和 年 月以 のもので  した場合は   ）  補助    の  通 、   シ  ー の し
      の し  付  付等の額が かる 類（  者）  事  関 に関する申  （  者）

申請 類

*妊  検査と   療に る費用 の補助はひめ 口減 対策総合交付 を活用し、愛媛県と連携して  しています。



（別表1）西予市不妊治療費補助事業一覧

（別表2）  受      のステージ


